
- 1 - 

４ 月 教 育 委 員 会 会 議 会 議 録 
 
          日時：令和４年４月１８日  午前９時 
          場所：セントコア山口                         

教  育  長 
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と学び支援セ

ン タ ー 次 長 

 

やまぐち総合

教育支援セン

タ ー 次 長 

 

教  育  長 

 

 

 

 

 

 それでは、ただいまより令和４年４月の教育委員会会議を開催いた

します。 

 最初に本日の署名委員の指名を行います。 

 和泉委員、木阪委員よろしくお願いします。 

 

それでは、本日は、新年度最初の会議でありますので、事務局の新

任幹部職員は、順に自己紹介をお願いします。 

 

 副教育長となりました木村と申します。山口県教育のためしっかり

精進してまいりたいと思いますので、御指導のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

 審議監の谷元と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 審議監の中村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 教育政策課長の白井といいます。よろしくお願いいたします。 

 

 学校運営・施設整備室の秋本と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 教職員課長の根ヶ山でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 義務教育課長の山本と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 高校教育課長の梅田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

 乳幼児の育ちと学び支援センター、中谷と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 

 やまぐち総合教育支援センターの山田と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 

 皆さん、よろしくお願いします。 

 それでは本日の議題の審議に入る前に、審議の公開の可否について

決定したいと思います。本日の議題のうち、議案第３号、報告事項

１、報告事項２は、教育行政の公正又は円滑な運営に支障を生じるお

それがあることから、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第７項」の規定に基づき、非公開とすることが望ましいと考え
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ますが、いかがでしょうか。 

 

承 認 

 

 それでは、議案第３号、報告事項１、報告事項２については非公開

で審議することといたします。 

それでは、議案の審議に入りたいと思います。 

 議案第１号について、教育政策課から説明をお願いします。 

 

それでは議案第１号山口県教育委員会表彰規則による表彰につきま

して御説明をさせて頂きます。議案の２ページを御覧いただけますで

しょうか。 

義務教育課付けで下松市教育委員会に派遣されておりました星野朋

啓さん（指導主事）が３月３１日に早期退職され、翌月１日付けで周

防大島町教育委員会教育長に就任される運びとなった所でございま

す。これに伴いまして、表彰規則による、永年その職務に精励した者

であるとして、義務教育課から教育功労者表彰の内申がございまし

た。早期退職に伴う表彰の対象となる永年精勤者は勤務年数が２５年

以上の者となっておりまして、内申の状況と併せまして、表彰の基準

を満たすものでございました。急な退職に対応し、これまでの御功績

に報いる為にも速やかに表彰する必要がございました事から、教育長

に対する事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき教育

長が臨時に代理して、３月３１日付で表彰をいたしましたので、御報

告をし、御承認を頂きたくお諮りを申し上げます。よろしくお願いし

ます。 

 

 ただいま教育政策課から議案第１号について説明がありましたが、

意見、質問はありますか。 

 

 議案第１号について、承認することとしてよろしいですか。 

 

 承 認 

 

議案第１号を承認いたします。 

つづいて、議案第２号について、義務教育課から説明をお願いしま

す。 

 

議案第２号の山口県教科用図書選定審議会に対する諮問についてで

ございます。資料は、３ページから６ページとなります。はじめに、

資料の６ページに載せております「議案第２号参考資料」に基づき、

採択に関する内容の御説明をさせていただきます。参考資料の「１」

と「２」にお示ししておりますとおり、本年度は、特別支援学校や小

・中学校の特別支援学級で児童生徒の障害の状態などに配慮して、使

用が認められている絵本などのいわゆる一般図書の採択だけを行うこ

ととなっております。県教委は、「３」の「採択の仕組み」に示して

おりますとおり、県立の特別支援学校で使用される一般図書の採択を

行います。さらに、市町立小中学校の特別支援学級で使用する一般図
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書について、採択の適正な実施を図るため、「③」としてお示しして

おります「指導・助言・援助」を市町教育委員会に行うことになりま

す。このことは、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する

法律」第１０条に規定されています。この「指導・助言・援助」のた

めに、具体的な「採択の基準」と「教科書を選定する際の資料」を示

すことになります。その際、県教委では、「３」の「採択の仕組み」

の左端②に示しております、「教科用図書選定審議会」という諮問機

関を設置して、教育関係者や学識経験者などから意見を聞くこととな

っております。本議案は、この「教科用図書選定審議会」に対し、採

択の基準や選定資料について諮問するものであります。なお、諮問事

項は、資料の４ページにお示ししております。４ページの「１ 義務

教育諸学校における令和５年度使用教科用図書の採択の基準につい

て」「２ 採択関係者に提示する令和５年度使用教科用図書の選定に

必要な資料について」の２点でございます。それぞれの諮問の要旨に

ついて、資料の５ページにお示ししておりますとおり、説明いたしま

す。まず、１の「義務教育諸学校における令和５年度使用教科用図書

の採択 の基準について」でございます。（１）では、特別支援学校

及び小・中学校の特別支援学級で使用する一般図書の採択について、

一般的な基準を明らかにするとともに、配慮すべき児童生徒の障害の

状態に応じた絵本等を採択することなど留意事項を示します。（２）

では、適正かつ公正な採択の確保に向けての全般的な留意事項につい

て明らかにします。 

次に、２の「採択関係者に提示する令和５年度使用教科用図書の選

定に必要な資料について」でございます。一般図書の選定資料に関し

ましては、（１）から（３）までの３点について諮問いたします。 

 以上、教科用図書選定審議会に対する諮問について、御審議の程、

お願いします。 

 

ただいま義務教育課から議案第２号について説明がありましたが、

意見、質問はありますか。 

 

今回は一般図書、絵本とかそういう教科書を補助するようなものに

ついての採択というところなんですね。採択というか、基準を示すと

いうことで。ここ最近他の学校もそうなんですけどもＩＣＴの環境と

かすごく整ってきていると思うので、その辺反映したような教科書や

絵本なんかが特にそうなると思うんですけれども、その辺りとかって

いうのはどんな動きになっているか少し教えていただきたいなってい

うのが、学校で、現場でそういうのが実際使われているのかなという

か、そういう所も関心があるのでその辺も少し教えていただければと

思います。 

 

ＩＣＴの活用につきましては各学校により盛んに行われておりま

す。ただし一般図書のことについてですね、どの程度普及されている

かどうか今確認中でございまして、今後、今回の審議会におきまして

もその点についてしっかり情報を集めながら留意して選定していくも

のであると思っております。 
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はい、ありがとうございます。随分ここのところ教科書に関しては

内容が変更されてきているというのを聞きますので、今回はそういう

一般図書ということですけれども、この先何かすごく大きく変わって

くるのではないかなと思いますので、その辺の心構えとして教えてい

ただきたいんですけれども、耳にするところによるとデジタル教科書

とかっていうところの動きとかっていうのをもしあれば教えていただ

きたいと思います。 

 

デジタル教科書のことにつきましては今朝の新聞にも大きく出てい

たところでございます。デジタル教科書のことにつきましては国の動

向を踏まえながらまた進めていきたいというふうに思っております。

また情報を委員の皆様の方にはお示したいというふうに思っておりま

す。今ちょっと直接こういう状況にありますというところにつきまし

て、お示しできず大変恐縮なんですけど、また今後お示ししていきた

いと思っております。 

 

ありがとうございます。採択の基準という形なので年齢的なものと

か習熟度的なことで効果的な学習が可能な教科書はどんなものなのか

というところを分析していただいて、お示しいただけたらなというふ

うに感じております。よろしくお願いします。 

 

そのほかありますでしょうか。 

議案第２号について、承認することとしてよろしいですか。 

 

 承 認 

 

議案第２号を承認いたします。 

 

 次に、次回の教育委員会会議の日程について、教育政策課から説明

をお願いします。 

 

次回の教育委員会会議は、令和４年５月２６日（木） 

午後２時を予定しております。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 


